
令和３年１月２４日 

神奈川県立高校PTA連 健全育成委員会 第２回オンライン講習会 

「成年年齢引き下げと若者に多い消費者トラブル（消費者を守る法律や制度）」 

講師：消費生活専門相談員 五十嵐朋之 

 

今回の講習の目標 

１．民法改正で成年年齢引き下げに伴って１８歳で消費者トラブルにあう危険があることが  

分かる。 

 

２．契約とは何かを知り、消費者を守る法律があることを知る 

 

３．若者に多い消費者トラブル事例を知り。対策や注意点を知る。 

 

４．問題商法にあっても行動することにより社会や法律を変えることができることを知る。 

  相談窓口があることを知る。 

 

成人になったら何が変わるのか 

 今までは保護者の承諾が必要だったものが承諾なく出来るようになる。 

 「婚姻、クレジットカード・契約・etc」 

 逆に未成年のときに誤って契約などをしてしまったときは未成年者取消しがあったが、で 

きなくなる。 

 「成年になったとたん消費者トラブルが急増する！」 

 
 

 

２０２２年４月から「成人年齢が引き下げられる」 

 悪徳業者は「成人」になったばかりの若者を狙う 

 Point ※内容が十分理解できない場合や、迷った場合は契約しない。 

     ※契約を急がせる、ローンを強要する場合は契約しない。 

     ※楽してもうかる事などありえない。詐欺と疑う。 

 

契約とは、口約束でも成立。 

 成立すると原則一方的な都合でやめられない。 

 但し、特定な取引や不当な販売行為などは契約をやめることができる。 



 しかし、消費者と事業者の力の差がある、事業者は商品やサービスの情報を多く持ち、そ

の情報の質も高く、交渉力もあるため、消費者にとっては不公平となってしまう、そのた

め、その力の差をなくすため規制や法律がある。 

【支援・法律】 

 消費生活センター等の支援（行政の支援） 

 民法・消費者契約法・特定商品取引法・etc 

 

《消費者のための制度や法律》 

民法→すべての契約の基本 

消費者契約法→消費者と事業者の契約のみに適用 

特定商取引法→クーリング・オフ制度や中途解除制度 

 

『クーリング・オフ』とは、消費者から一方的な解除：「特定な取引」で可能 

 クーリング・オフ（契約解除）のできる主な取引 

・訪問販売（店舗外での訪問販売）期間８日間 

・電話勧誘販売（電話勧誘による取引）期間８日間 

・特定継続的役務提供（エステ、学習塾、結婚紹介サービス、etc）期間８日間 

・訪問購入（事業者が消費者宅を訪れ物品を買い取る契約）期間８日間 

・連鎖販売取引（マルチ商法、ネットワーク商法）期間２０日間 

・業務提供誘引販売取引（内職商法、モニター商法）期間２０日間 

 

『消費者契約法』不当な勧誘行為は契約を取り消せる 

・誤認類型⇒うその説明で買わされた・不利益をわざとかくされた買われた・絶対もおうか      

るなど断定された 

・困惑類型⇒「帰って」と言ったのに帰らない 

      「帰りたい」と言ったのに帰してもらえない 

・消費者に利益を不当に害する条項の無効 

 不安をあおる告知、好意の感情の不当な利用、判断力低下の不当な利用、霊感等の特別な 

能力を用いた告知、契約前の代金請求 

 

若者に多いトラブル 

 
 



若者の相談上位はスマホ・パソコン関連 

・オンラインゲーム（スマホ） 

・アダルトサイトのワンクリック請求（スマホ・パソコンから） 

・不審なメール・架空請求（スマホのSNS） 

・通信販売のトラブル（SNS広告をきっかけにスマホ・パソコンから注文） 

 健康商品や化粧品の定期購入（お試しだけだと思ったが・・・） 

 お金を払ったのに商品が届かない 

・占い・ギャンブル・サイドビジネス・サクラサイト・出会い系サイト 

などを様々なサイト・SNSをきっかけに（スマホ・パソコンから） 

 

 

 
出会い系サイトの情報に疑問を持つ 

＊他人があなたに大金をくれる、芸能人に会えるなんておかしくない？ 

 そのためにポイントを支払うのっておかしくない？ 

＊一度お金を支払うと、あやしいと思っても「ここでやめたら今まで払ったお金がムダにな

る。次は本当だろう。」とお金を払い続けてしまう。 

  



通信販売のトラブル詐欺サイトの見分け方 

 
 

特定商取引法に基づく表記（会社概要等）や返品特約をよく確認しよう 

 

 
 

タラブル事例紹介 

 
  



 
 

まとめ 

★うまい話は使用しない 

★きっぱりと断る（結構です、お金がないはダメ） 

★書面（契約書・約款）を確認する 

★一人で決めない、その場では決めい 

★迷った場合は契約しない 

★情報を集める（国民生活サンターHPなど） 

★不審なメールやURLは無視 

★留守番電話の設定 

★スマホ・パソコンのセキュリティ対策 

★まず家族や学校の先生に相談、消費生活センターに早めに相談（行動する） 

商品・サービスの契約トラブルは最寄りの 

消費生活センターへ相談しよう 

 



 

 

 

消費者トラブルにあってしまったら 

 あなたが相談することが社会を変えることにつながります！！ 

 

 

 


